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〔令和４年 月 日時点〕〔令和４年 月 日時点〕⾼等学校情報科 情報Ⅱ 開設学校数【⾃治体別】〔令和５年５⽉１⽇時点〕

「情報Ⅱを開設している都道府県は43／47」

※「分校」「中等教育学校の後期課程」をそれぞれ１校としてカウント
（R5⾼等学校情報科担当教員の専⾨性向上及び採⽤・配置状況等調査（別紙２、調査票Ⅱ）」への各都道府県・指定都市教育委員会からの回答に基づく追加調査より）

※令和5年度⼊学者に適⽤される教育課程を対象として回答 ※「学校数」は令和５年度学校基本調査（R5.5.1時点）の県及び政令指定都市が所管する⾼等学校及び中等教育学校数

令和５年度⼊学者に情報Ⅱを開設する学校数
県及び政令指定都市が所管する学校数
情報Ⅱを開設する学校数の割合

令和６年５⽉更新版
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